
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　福
島
県
監
査
委
員 

○
監
査
公
表
四
件                                                               

一 
 

　
　
　
　
　
　
　福
島
県
監
査
委
員

　
　
　
　
　
　
　

 
                      

                                       

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

監 査 公 表 第 １ ４ 号  
令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 監 査 公 表 第 ８ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9条 第 1 4 項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ５ 年 10 月 ６ 日  
                                            福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  
 
福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  
福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

                                                            ５ 財 第 2 9 4 号  
                                                            令 和 ５ 年 ４ 月 27 日  

福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  
福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  
                                様  
福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  
福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

                                              福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄   □印  
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  

令 和 ５ 年 ３ 月 16日 付 け ４ 福 監 第 393号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199 条 第 14 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
    監 査 対 象 機 関   喜 多 方 建 設 事 務 所  
    監 査 対 象 年 度   令 和 ３ 年 度  
    監 査 実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ２ 月 24 日  

指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況

「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                              

令和 5年10月 6日　金曜日 福 島 県 報 号外第43号1



  委 託 料 の 支 出 時 期 に 著 し く 適 正 を 欠 い １   単 価 契 約 で の 委 託 事 業 に お い て 、 委
て い る も の が あ る 。                      託 先 業 者 か ら の 請 求 書 を 業 務 課 監 督 員
「 事 実 」                                が 直 接 受 け 取 り 、 自 身 の 机 に し ま い こ
  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 に 契 約 を 締 結 し た 道   ん で い た た め 、 上 司 も 総 務 課 も 未 払 に
路 維 持 補 修 業 務 委 託 （ 道 維 ・ 維 補 ） に お   気 が つ か な か っ た 。                  
い て 、 同 年 ５ 月 分 か ら ９ 月 分 の 請 求 書 を  ２   総 務 課 で は 月 々 の 支 払 を 確 認 す る セ
委 託 先 業 者 か ら 受 理 し て い た に も か か わ    ル フ チ ェ ッ ク 表 を 作 成 し 、 支 払 を 確 認
ら ず 、 委 託 料 8 ,5 13 , 4 5 0円 の 支 払 を 怠 り 、    し て い る が 、 請 求 書 の 提 出 が な か っ た
５ ヶ 月 以 上 遅 延 し て 令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 に   こ と か ら 、 請 求 が な い も の と 思 い 込 み 、
支 出 し て い る 。                          結 果 と し て 本 来 や る べ き チ ェ ッ ク を 行
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                  わ な か っ た 。                        
  委 託 料 の 支 出 に 当 た っ て は 、 組 織 内 の （ 処 理 状 況 ）                          
情 報 共 有 や チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と １   令 和 ４ 年 ３ 月 16 日                  
も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 迅 速 か つ 適 正 に     委 託 先 業 者 か ら 支 払 の 催 促 が あ り 、
行 う こ と 。                              未 払 が 判 明 し た 。                    

２   令 和 ４ 年 ３ 月 18 日                  
    委 託 先 業 者 に 対 し 謝 罪 と 経 過 説 明 を
  行 っ た 。                            
３   令 和 ４ 年 ３ 月 31 日                  
    委 託 料 8 ,5 13 , 4 5 0円 の 支 払 を 行 っ た 。  
４   令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日                  
    再 発 防 止 の た め 、 単 価 契 約 に よ る 業
  務 委 託 契 約 に 関 す る 事 務 処 理 ル ー ル を
  定 め 、 文 書 に し て 所 内 に 周 知 す る と と
  も に 、 他 に 未 払 が な い こ と を 確 認 し て
  い る 。                              
（ 今 後 の 対 応 ）                        
１   業 務 課 担 当 は 請 求 書 を 受 け 取 ら ず 、
  総 務 課 担 当 が 受 け 取 る こ と と す る 。 ま
  た 、 委 託 先 業 者 に 対 し て そ の 旨 、 協 力
  依 頼 す る 。                          
２   単 価 契 約 に よ る 委 託 事 業 の 事 務 処 理
  状 況 を 組 織 内 で 共 有 す る た め 、 工 事 番
  号 毎 に 管 理 す る 一 覧 表 を 作 成 し 、 業 務
  課 と 総 務 課 で 以 下 の と お り 役 割 分 担 し 、
  一 元 管 理 し て チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る
  こ と と し た 。                        
  ① 業 務 課 担 当 ： 工 事 番 号 毎 に 発 注 情 報
    を 入 力 す る 。                      
  ② 業 務 課 長 ： 業 者 か ら の 実 績 報 告 書 に
    よ り 検 査 年 月 日 を 入 力 す る 。        
  ③ 総 務 課 担 当 ： ② を 確 認 の 上 、 支 出 命
    令 書 を 作 成 し 、 支 払 年 月 日 を 青 字 で
    入 力 す る 。                        
  ④ 総 務 課 長 ： 支 出 命 令 書 を 確 認 し 、 ③
    を 黒 字 に す る 。                  

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
                       
監 査 公 表 第 １ ５ 号  

令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 監 査 公 表 第 ８ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭
和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 1 4 項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ５ 年 10 月 ６ 日  
                                            福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  
 
福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  
福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
                                                            ５ 教 財 第 1 4 9 号  
                                                            令 和 ５ 年 ４ 月 28 日  

福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  
福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  
                                様  
福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  
福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

                                  福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長   大   沼   博   文   □印  
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  

令 和 ５ 年 ３ 月 16 日 付 け ４ 福 監 第 393 号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199 条 第 14 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
１   監 査 対 象 機 関   い わ き 湯 本 高 等 学 校  
    監 査 対 象 年 度   令 和 ３ 年 度  
    監 査 実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ２ 月 24 日  

指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況

「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                              
  特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 著 し く 適 正 を 欠 １   事 務 担 当 者 が 修 学 旅 行 が 生 徒 引 率 業
い て い る も の が あ る 。                    務 に 係 る 特 殊 勤 務 手 当 に 該 当 す る こ と
「 事 実 」                                を 認 識 し て お ら ず 、 支 給 し て い な か っ
  湯 本 高 等 学 校 に お い て 、 令 和 ３ 年 12 月   た 。                                
20 日 か ら 12 月 22 日 ま で の 修 学 旅 行 の 生 徒 ２   管 理 職 は 、 修 学 旅 行 後 に 特 殊 勤 務 手
引 率 業 務 に 対 す る 教 員 特 殊 業 務 手 当 に つ   当 の 支 給 が 完 了 し て い る か 確 認 を し て
い て 、 ９ 名 分 1 3 7 , 7 0 0 円 が 支 給 さ れ て い   い な か っ た 。 そ の た め 、 支 給 漏 れ を 是
な い 。                                  正 す る 指 示 を し て い な か っ た 。        
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                ３   組 織 的 に 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 漏 れ を
  特 殊 勤 務 手 当 の 支 出 に 当 た っ て は 、   チ ェ ッ ク す る 機 能 が 働 い て い な か っ た 。
チ ェ ッ ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 関 係 規 （ 処 理 状 況 ）                        
程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。            １   令 和 ４ 年 12 月 12 日                  

    職 員 調 査 の 対 応 準 備 を し て い る 時 に
  令 和 ３ 年 度 湯 本 高 等 学 校 の 修 学 旅 行 の
  生 徒 引 率 業 務 に 対 す る 特 殊 勤 務 手 当 の
  支 給 が 漏 れ て い る こ と に 気 付 い た 。    
２   令 和 ４ 年 12 月 12 日                  
    教 育 庁 職 員 課 に 支 給 漏 れ を 報 告 し 、
  過 年 度 分 の 追 給 に 必 要 な 書 類 の 指 示 を
  受 け た 。                            
３   令 和 ５ 年 １ 月 17 日                
    特 殊 勤 務 手 当 の 過 年 度 分 追 給 に 必 要
  な 書 類 を 取 り ま と め 、 職 員 課 に 追 給 ・
  返 納 計 算 依 頼 書 を 提 出 し た 。          
４   令 和 ５ 年 ２ 月 21 日                  
    職 員 課 に て 追 給 の 事 務 処 理 が 完 了 し 、  
  ９ 名 の 教 職 員 の 口 座 へ 振 込 が な さ れ た 。  
（ 今 後 の 対 応 ）                        
１   関 係 規 程 に 基 づ き 特 殊 勤 務 手 当 の 該
  当 業 務 と 処 理 す べ き 時 期 を 示 し た チ ェ ッ
  ク 表 を 作 成 し 、 所 属 内 事 務 職 員 の 全 員
  が チ ェ ッ ク 表 を 保 有 す る 。            
２   担 当 者 は 、 特 殊 勤 務 手 当 に 関 連 す る
  旅 費 の 支 出 命 令 書 を 発 議 す る 際 に は 、
  同 時 に 特 殊 勤 務 手 当 処 理 日 を 記 入 し た
  上 記 チ ェ ッ ク 表 を 添 付 し て 決 裁 を 受 け
  る 。                                
３   管 理 職 及 び 副 担 当 者 は 、 上 記 チ ェ ッ ク
  表 に よ り 特 殊 勤 務 手 当 に 該 当 す る 業 務
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  で あ る か 、 処 理 す べ き 時 期 に 完 了 し て
  い る か の 確 認 を 行 う 。                
    そ の 際 、 遅 延 や 漏 れ が 確 認 さ れ た 場
  合 は 、 直 ち に 支 給 手 続 を 指 示 し て 是 正
  さ せ る な ど 、 組 織 的 に 支 給 が 適 正 か
  チ ェ ッ ク す る 。                    

２   監 査 対 象 機 関   福 島 東 高 等 学 校  
    監 査 対 象 年 度   令 和 ４ 年 度  
    監 査 実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ２ 月 24 日  

指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況

「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                              
  内 部 統 制 が 機 能 し て お ら ず 、 高 等 学 校 １   管 理 職 が 進 捗 状 況 を 十 分 に 確 認 し て
等 就 学 支 援 金 の 受 給 資 格 認 定 関 係 事 務 及   い な か っ た 。                        
び 高 等 学 校 授 業 料 収 入 事 務 に 著 し く 適 正 ２   担 当 職 員 が 業 務 内 容 に つ い て 十 分 に
を 欠 い て い る も の が あ る 。                理 解 し て い な か っ た 。                
「 事 実 」                              ３   体 調 不 良 の 職 員 に 配 慮 し た た め 、 職
  令 和 ４ 年 度 入 学 者 に 係 る 令 和 ４ 年 ４ 月   員 間 の 業 務 量 が 偏 っ て し ま っ た 。      
以 降 分 及 び 令 和 ３ 年 度 以 前 入 学 者 に 係 る （ 処 理 状 況 ）                          
令 和 ４ 年 ７ 月 以 降 分 の 就 学 支 援 金 支 給 決 ○ 令 和 ５ 年 ２ 月 17 日                    
定 （ 予 定 ） 通 知 書 に つ い て は 、 教 育 庁 財   就 学 支 援 金 支 給 決 定 （ 予 定 ） 通 知 書 を
務 課 か ら の 各 保 護 者 に 係 る 収 入 状 況 審 査 交 付 し た 。                            
結 果 通 知 を 受 け 、 速 や か に 各 生 徒 に 交 付 ○ 令 和 ５ 年 ２ 月 20 日                    
す べ き と こ ろ 、 職 員 調 査 日 現 在 、 交 付 し   授 業 料 の 収 入 調 定 を 行 っ た 。          
て い な い 。                            ○ 令 和 ５ 年 ２ 月 15 日 ～ 同 年 ３ 月 27 日      
  ま た 、 令 和 ３ 年 度 以 前 入 学 者 の 令 和 ４   授 業 料 が 未 納 と な っ て い た 30 名 分 の 追
年 ４ 月 か ら ６ 月 分 を 除 き 、 高 等 学 校 等 就 加 徴 収 を 行 っ た 。                      
学 支 援 金 受 給 資 格 の な い 生 徒 に 係 る 高 等 ○ 令 和 ５ 年 ２ 月 28 日 ～ 同 年 ３ 月 10 日      
学 校 授 業 料 の 収 入 調 定 を 、 職 員 調 査 日 現   16名 の 戻 出 処 理 （ 授 業 料 の 返 還 ） を 行 っ
在 、 行 っ て い な い 。                    た 。                                  
  令 和 ４ 年 度 入 学 者 の 令 和 ４ 年 ４ 月 以 降 （ 今 後 の 対 応 ）                        
分 及 び 令 和 ３ 年 度 以 前 入 学 者 の 令 和 ４ 年   今 後 は 以 下 の と お り 対 応 す る 。        
７ 月 以 降 分 の 授 業 料 に つ い て は 、 収 入 調 １   セ ル フ チ ェ ッ ク 表 に 就 学 支 援 金 の 項
定 を 行 わ な い ま ま 各 生 徒 （ 保 護 者 ） の 金   目 を 追 加 す る な ど 、 業 務 の 取 組 が 遅 滞
融 機 関 口 座 か ら 引 き 落 と し て い な い も の   し な い よ う 管 理 職 に よ る 進 捗 状 況 の 確
が 30名 、 811 , 800円 、 高 等 学 校 等 就 学 支 援   認 を 徹 底 し て 行 う 。                  
金 受 給 資 格 の あ る 生 徒 等 か ら 引 き 落 と し ２   令 和 ５ 年 度 か ら 任 期 付 き 職 員 １ 名 が
た も の が 16名 、 168 , 300円 と な っ て お り 、   増 員 と な る こ と か ら 、 職 員 間 の 業 務 量
そ れ ぞ れ 追 加 徴 収 、 返 還 が 必 要 と な っ て   の 平 準 化 を 図 る と と も に 、 当 該 業 務 の
い る 。                                  副 担 当 職 員 を １ 名 か ら ２ 名 に 増 員 し て
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                  チ ェ ッ ク 機 能 の 徹 底 を 図 る 。          
  高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 受 給 資 格 認 定 ３   当 該 業 務 の 開 始 時 期 に 職 員 間 で 業 務
関 係 事 務 及 び 高 等 学 校 授 業 料 収 入 事 務 に   の 進 め 方 や 事 務 分 担 等 に つ い て 打 合 せ
つ い て は 、 組 織 的 な 執 行 体 制 及 び チ ェ ッ   を 行 い 、 業 務 開 始 後 も 適 宜 打 合 せ を 行
ク 体 制 を 確 立 し 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正   い な が ら 業 務 の 円 滑 な 進 行 に 努 め る 。
か つ 速 や か に 行 う こ と 。              

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
                       
監 査 公 表 第 １ ６ 号  

令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 監 査 公 表 第 ８ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭
和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 1 4 項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ５ 年 10 月 ６ 日  
                                            福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  

福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  
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福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  
福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

                                                            福 公 委 （ 会 ） 第 １ 号  
                                                            令 和 ５ 年 ４ 月 24 日  

福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  
福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  
                                様  
福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  
福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

                                  福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長   山   本   真   一   □印  
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  

令 和 ５ 年 ３ 月 16 日 付 け ４ 福 監 第 393 号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199 条 第 14 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
    監 査 対 象 機 関   伊 達 警 察 署  
    監 査 対 象 年 度   令 和 ３ 年 度 ・ 令 和 ４ 年 度  

監 査 実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 ２ 月 24 日  

指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況

「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                              
  駐 在 所 の 私 用 電 気 料 の 調 定 額 が 誤 っ て ・   駐 在 所 の 私 用 電 気 料 に つ い て は 、 設
い る も の が あ る 。                        置 さ れ て い る 子 メ ー タ ー に よ り 算 定 し
「 事 実 」                                て い る 。 当 該 駐 在 所 の 子 メ ー タ ー は 私
  掛 田 駐 在 所 の 私 用 電 気 料 に つ い て 、 設   用 分 を 計 測 し て い る が 、 公 費 負 担 で あ
置 さ れ て い る 子 メ ー タ ー に よ る 使 用 量 の   る 事 務 室 分 を 計 測 し て い る と 誤 認 し 、
算 定 を 誤 り 、 平 成 29 年 ３ 月 分 か ら 令 和 ４   私 用 分 の 算 定 を 誤 っ た 。              
年 ７ 月 分 ま で の 私 用 電 気 料 を 誤 調 定 し て （ 処 理 状 況 ）                          
い た 。                                ・   過 調 定 分 に つ い て は 、 令 和 ５ 年 １ 月
  ・   平 成 29 年 ３ 月 分 か ら 令 和 ４ 年 ２ 月   ま で に 還 付 を 終 了 し て い る 。          
    分 ま で の 60 月 分                   ・   不 足 調 定 額 に つ い て は 、 令 和 ４ 年 11
      正 調 定 額        3 7 4 , 6 6 3 円          月 ま で に 収 入 を 完 了 し て い る 。        
      誤 調 定 額        5 1 2 , 8 0 7 円        （ 今 後 の 対 応 ）                        
      過 調 定 額        1 3 8 , 1 4 4 円        ・   当 該 駐 在 所 に 電 気 設 備 に 係 る 竣 工 図
  ・   令 和 ４ 年 ３ 月 分 か ら 令 和 ４ 年 ７ 月   面 を 備 え 付 け る と と も に 、 子 メ ー タ ー
    分 ま で の ５ 月 分                      測 定 箇 所 を 誤 認 し な い よ う 、 子 メ ー タ ー
      （ 過 調 定 分 ）                      に 計 測 箇 所 の 表 示 を 行 う こ と と し た 。
      正 調 定 額         1 1 , 5 4 5 円          （ 実 施 済 み ）                        
      誤 調 定 額         3 6 , 0 4 8 円        
      過 調 定 額         2 4 , 5 0 3 円        
      （ 不 足 調 定 分 ）                  
      正 調 定 額         1 1 , 3 2 5 円        
      誤 調 定 額          9 , 1 8 5 円        
      不 足 額          2 , 1 4 0 円        
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                
  私 用 電 気 料 の 調 定 に 当 た っ て は 、 居 宅
部 分 の 電 気 使 用 量 を 正 し く 算 定 し 、 関 係
規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。        

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
                       
監 査 公 表 第 １ ７ 号  

令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 監 査 公 表 第 1 1 号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭
和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ５ 年 10 月 ６ 日  
                                            福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  
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福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  
 
福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  
福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

                                                            ５ 財 第 2 8 7 号  
                                                            令 和 ５ 年 ４ 月 25 日  

福 島 県 監 査 委 員   山   田   平 四 郎  
福 島 県 監 査 委 員   髙   野   光   二  
                                様  
福 島 県 監 査 委 員   佐   竹       浩  
福 島 県 監 査 委 員   高   橋   宏   和  

                                              福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄   □印  
財 政 支 援 団 体 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  

令 和 ５ 年 ３ 月 16 日 付 け ４ 福 監 第 396 号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199 条 第 14 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

財 政 支 援 団 体 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
  監 査 対 象 団 体   公 立 大 学 法 人 福 島 県 立 医 科 大 学  
  監 査 対 象 年 度   令 和 ３ 年 度  
  監 査 実 施 年 月 日   令 和 ５ 年 １ 月 12 日  
 
 指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況
 
 「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                              
   入 院 に 係 る 料 金 の 一 部 に つ い て 、 消 費   今 回 の 事 案 は 、 平 成 28 年 12 月 の み ら い
 税 等 の 課 税 ・ 非 課 税 の 区 分 を 誤 っ た も の 棟 の 新 設 に 伴 い 、 新 た に 産 科 病 棟 の 特 別
 が あ る 。                              病 室 加 算 料 を 設 定 し た 際 の 事 務 処 理 誤 り
 「 事 実 」                              に よ り 、 本 来 非 課 税 で 処 理 す べ き と こ ろ
   出 産 入 院 時 の 特 別 病 室 加 算 料 （ 差 額 ベ ッ を 課 税 処 理 と し て い た こ と が 原 因 で す 。  
 ド 料 ） に つ い て は 、 消 費 税 等 が 非 課 税 で （ 処 理 状 況 ）                          
 あ る に も か か わ ら ず 、 県 立 医 科 大 学 附 属   指 摘 を 受 け た 事 実 の と お り 、 消 費 税 を
 病 院 に お い て 、 平 成 28 年 12 月 22 日 か ら 令 誤 徴 収 し た 患 者 に 対 し 、 誤 徴 収 し た 消 費
 和 ３ 年 12 月 22 日 ま で の 間 、 消 費 税 等 課 税 税 相 当 額 及 び 誤 徴 収 に よ っ て 生 じ た 遅 延
 と し て 料 金 を 算 定 し 、 徴 収 し て い た 。    損 害 金 を 、 順 次 返 金 し て お り 、 令 和 ５ 年
   ・ 誤 徴 収 対 象 者 数 ： 1 , 5 7 3 名           ３ 月 31 日 現 在 、                        
   ・ 誤 徴 収 額 ： 6 , 0 3 6 , 5 6 9 円 （ 一 人 当 た り   ・ 返 金 済 対 象 者 数 ： 1,329名 （ 84 .5％ ）  
   平 均 ： 3 , 8 3 8 円 ）                       ・ 返 金 済 誤 徴 収 額 ： 5,164 , 082円 （ 85.8
   県 立 医 科 大 学 は 、 誤 徴 収 し た 金 額 に 遅     ％ ）                              
 延 損 害 金 を 加 え た 額 を 対 象 者 に 順 次 返 金   ・ 遅 延 損 害 金 ： 6 7 7 , 0 3 2 円           
 し て い る 。                            ま で 返 金 が 進 ん で い る こ と を 確 認 し ま し
   ・ 返 金 済 み 対 象 者 数 ： 1 , 3 0 7 名 （ 8 3 . 1 た 。                                  
     ％ ）                                な お 、 消 費 税 の 更 正 の た め に は 、 税 理
     （ 職 員 調 査 日 （ 令 和 ４ 年 10 月 27 日 ） 士 と 新 た に 委 託 契 約 を 結 ぶ 費 用 が 発 生 す
     現 在 ）                            る こ と 等 を 勘 案 し 、 更 正 の 請 求 は 行 わ な
   ・ 返 金 済 み 誤 徴 収 額 ： 5 , 0 9 9 , 4 0 2 円 い と 整 理 し た こ と に つ い て は 、 や む を 得
     （ 8 4 . 5 ％ ） （ 同 ）                  な い こ と と 確 認 し ま し た 。              
   ・ 遅 延 損 害 金 ： 6 6 6 , 0 5 6 円 （ 同 ）         ま た 、 再 発 防 止 を 図 る た め 、 病 院 で 徴
   令 和 ２ 年 度 ま で に 誤 徴 収 し た 金 額 に つ 収 し て い る 診 療 費 に つ い て 、 改 め て 課 税  
 い て は 、 各 年 度 に お い て 消 費 税 等 と し て 区 分 の 取 扱 い が 適 正 か ど う か を 再 確 認 し
 納 付 済 み で あ る た め 、 消 費 税 等 の 更 正 の  間 違 い が な か っ た こ と 、 消 費 税 改 正 時 や
 請 求 を 行 う こ と が 可 能 で あ る 。          診 療 費 の 徴 収 方 法 に 変 更 が あ る 場 合 に は 、
   な お 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 同 年 12 月 担 当 者 だ け で な く 管 理 ・ 監 督 者 に よ り 改
 22 日 ま で に 誤 徴 収 し た 金 額 に つ い て は 、 正 ・ 変 更 内 容 を 精 査 す る な ど 、 病 院 内 に
 消 費 税 等 の 申 告 期 限 ま で に 、 適 正 に 申 告 お け る 確 認 体 制 の 構 築 に 取 り 組 ん で い る
 さ れ て い る 。                          こ と を 確 認 し ま し た 。                  
 「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                （ 今 後 の 対 応 ）                        
   消 費 税 の 課 税 ・ 非 課 税 の 区 分 に つ い て   当 該 法 人 が 関 係 法 令 に 基 づ き 適 正 に 事
 は 、 関 係 法 令 に 基 づ き 適 正 に 行 う こ と 。 務 処 理 を 行 う よ う 指 導 し て ま い り ま す 。
 
 「 指 摘 事 項 」                           
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   費 用 の 会 計 年 度 所 属 区 分 に 著 し く 適 正  
 を 欠 い て い る も の が あ る 。               
 「 事 実 」                               
 １   令 和 ２ 年 度 に 購 入 し た 郵 便 切 手 に つ （ １   原 因 ）                          
   い て 、 検 収 、 請 求 書 受 領 後 速 や か に 支   今 回 の 事 案 は 、 支 出 伝 票 を 作 成 す る 事
   払 う べ き と こ ろ 、 支 払 関 係 帳 票 が 管 理 務 局 担 当 職 員 が 行 う 、 発 注 し た 所 属 へ の
   の 不 備 に よ り 所 在 不 明 と な っ た こ と か 進 捗 状 況 及 び 支 払 関 係 帳 票 の 作 成 状 況 の
   ら 、 令 和 ３ 年 度 の 予 算 よ り 支 払 っ て い 確 認 が 不 十 分 で あ っ た こ と が 原 因 で す 。
   る 。                                （ １   処 理 状 況 ）                      
   切 手 代   3 0 3 , 7 4 4 円                     指 摘 を 受 け た 事 実 の と お り 、 請 求 書 等
           ア ン ケ ー ト 用 （ ＠ 84× 3,616枚 ）  を 再 発 行 し て も ら い 、 速 や か に 支 払 処 理
   請 求 書 年 月 日   令 和 ３ 年 １ 月 ８ 日      を 行 っ た こ と を 確 認 し ま し た 。        
   支 払 日   令 和 ３ 年 ５ 月 12 日              ま た 、 再 発 防 止 を 図 る た め 、 事 務 局 担
  当 職 員 が 、 財 務 会 計 シ ス テ ム に よ り 四 半
  期 毎 に 点 検 を 行 い 、 発 注 後 に 支 払 事 務 が
  進 め ら れ て い な い も の に つ い て 、 発 注 し
  た 所 属 に 進 捗 状 況 及 び 支 払 関 係 帳 票 の 作
  成 状 況 を 確 認 す る こ と と し た こ と 、 さ ら
  に は 、 上 司 が 当 該 確 認 状 況 を チ ェ ッ ク す
  る こ と に よ り 、 支 払 遅 延 事 案 の 発 生 防 止
  に 取 り 組 ん で い る こ と を 確 認 し ま し た 。  
   
 ２   令 和 ２ 年 度 の 看 護 学 部 講 座 研 究 費 の （ ２   原 因 ）                          
   共 通 経 費 支 払 い に つ い て 、 検 収 、 請 求   今 回 の 事 案 は 、 担 当 職 員 が 納 入 業 者 か
   書 受 領 後 速 や か に 支 払 う べ き と こ ろ 、 ら の 納 品 の 都 度 、 検 収 を 行 い 、 請 求 書 を
   担 当 者 の 失 念 に よ り ３ か 月 以 上 遅 延 し 受 領 し た 後 は 速 や か に 支 払 う べ き と こ ろ
   た 上 で 令 和 ３ 年 度 の 予 算 よ り 支 払 っ て を 、 支 払 い を 失 念 し て し ま っ た こ と が 原
   い る 。                              因 で す 。                            
   金   額   5 7 4 , 1 2 0 円                   （ ２   処 理 状 況 ）                      
   品   名   ス ト レ ッ チ ャ ー 、 車 椅 子 （ ２   指 摘 を 受 け た 事 実 の と お り 、 未 払 い 判
         台 ） 、 ス ク リ ー ン              明 後 、 速 や か に 支 払 処 理 を 行 っ た こ と を
   支 払 日   令 和 ３ 年 ８ 月 31 日            確 認 し ま し た 。                        
    ま た 、 再 発 防 止 を 図 る た め 、 購 入 物 品
  の 支 払 漏 れ が な い か を 、 各 月 の 伝 票 持 込
  期 限 日 に 確 認 を 行 う よ う 取 り 組 ん で い る
  こ と を 確 認 し ま し た 。                  
   
 ３   受 託 研 究 に 係 る 被 験 対 象 者 へ の 謝 金 （ ３   原 因 ）                          
   支 払 い に つ い て 、 出 役 の 確 認 後 速 や か   今 回 の 事 案 は 、 通 常 の 受 託 研 究 の 取 扱
   に 支 払 う べ き と こ ろ 、 担 当 者 間 の 連 絡 い と 異 な り 、 事 務 局 担 当 職 員 が 被 験 者 デ ー
   不 備 に よ り １ 年 以 上 遅 延 し た 上 で 令 和 タ を 集 計 し て 所 属 講 座 に 提 供 す る 特 殊 な
   ３ 年 度 の 予 算 よ り 支 払 っ て い る 。      取 扱 い と な っ て い た こ と に つ い て 、 事 務
     対 象 者   34 名                      局 担 当 職 員 の 理 解 不 足 に よ り 被 験 者 デ ー
     未 払 額   2 8 4 , 7 0 0 円                 タ の 集 計 、 共 有 が 遅 延 し た こ と 並 び に 講
     治 験 日   令 和 ３ 年 １ 月 31 日          座 の 担 当 職 員 と の 相 互 確 認 が 不 十 分 で あ っ
     支 払 日   令 和 ４ 年 １ 月 31 日 及 び ２ 月 た こ と が 原 因 で す 。                    
           15 日                        （ ３   処 理 状 況 ）                      
    指 摘 を 受 け た 事 実 の と お り 、 未 払 い 発
  見 後 は 、 速 や か に 支 払 処 理 を 行 っ た こ と
  を 確 認 し ま し た 。                      
    ま た 、 再 発 防 止 を 図 る た め 、 特 殊 な 取
  扱 い を し て い る 事 案 に つ い て は 備 忘 録 を
  作 成 す る と と も に 、 担 当 者 の 変 更 が あ っ
  た 際 に は 上 司 も 含 め て 確 実 に 引 継 ぎ を 行
  い 、 担 当 職 員 間 で 定 期 的 に 連 絡 を 取 り 合
  う こ と に よ り 、 連 携 の 強 化 に 取 り 組 ん で
  い る こ と を 確 認 し ま し た 。              
   

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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 ４   研 究 補 助 業 務 に 係 る 被 験 対 象 者 へ の （ ４   原 因 ）                          
   謝 金 支 払 い に つ い て 、 出 役 の 確 認 後 速   今 回 の 事 案 は 、 担 当 講 座 か ら の 出 役 確
   や か に 手 続 す べ き と こ ろ 、 事 務 手 続 に 認 等 の 提 出 が 月 締 め で な さ れ ず 、 遅 れ て
   時 間 を 要 し た た め 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し 提 出 が あ っ た こ と が 原 因 で す 。          
   た 上 で 令 和 ３ 年 度 の 予 算 よ り 支 払 っ て （ ４   処 理 状 況 ）                      
   い る 。                                指 摘 を 受 け た 事 実 の と お り 、 遅 れ て 出
     対 象 者   ２ 名                      役 確 認 等 の 提 出 が あ っ た 後 、 速 や か に 支
     未 払 額   7 7 , 0 0 0 円 （ ２ 名 分 ）        払 処 理 を 行 っ た こ と を 確 認 し ま し た 。    
     治 験 日   令 和 ２ 年 ９ 月 ３ 日 並 び に 同   ま た 、 再 発 防 止 を 図 る た め 、 毎 月 電 子
           年 10月 ４ 日 、 ８ 日 、 15日 、 16 掲 示 板 で 各 講 座 の 教 職 員 に 対 し 速 や か な
           日 及 び 22 日                  処 理 を 促 す 掲 示 を 行 う 取 組 を 継 続 し て 行
             令 和 ３ 年 １ 月 ９ 日 、 10 日 、 う と と も に 、 年 度 末 は 、 特 に 注 意 喚 起 を
           12 日 、 26 日 及 び 29 日          行 っ て い る こ と を 確 認 し ま し た 。        
     支 払 日   令 和 ３ 年 ７ 月 30 日           
   
 ５   文 部 科 学 省 助 成 事 業 に 係 る 物 品 の 購 （ ５   原 因 ）                          
   入 に 伴 う 支 払 い に つ い て 、 納 品 確 認 後   今 回 の 事 案 は 、 該 当 物 品 の 検 収 済 み の
   速 や か に 支 払 う べ き と こ ろ 、 事 務 手 続 納 品 書 の 原 本 が な く 、 納 品 の 事 実 確 認 に
   の 不 備 に よ り 、 １ 年 以 上 遅 延 し た 上 で 時 間 を 要 し た こ と が 支 払 遅 延 の 原 因 で す 。  
   令 和 ３ 年 度 の 予 算 よ り 支 払 っ て い る 。  （ ５   処 理 状 況 ）                      
     購 入 物 （ 消 耗 品 ） シ ャ ツ 型 心 電 計     指 摘 を 受 け た 事 実 の と お り 、 納 品 書 を
                   「 Plum SENSE」  再 発 行 し て も ら い 、 速 や か に 支 払 処 理 を
     支 払 額   4 6 , 2 0 0 円                  行 っ た こ と を 確 認 し ま し た 。            
     納 品 日   令 和 ２ 年 10 月 ５ 日            ま た 、 再 発 防 止 を 図 る た め 、 各 講 座 に
     支 払 日   令 和 ３ 年 11 月 15 日          お い て は 納 品 書 と 納 品 物 を 同 時 に 受 領 す
  る と と も に 、 納 品 書 と 納 品 物 は 複 数 の 職
  員 で 確 認 す る よ う 取 り 組 ん で い る こ と を
  確 認 し ま し た 。                        
   
 ６   非 常 勤 講 師 へ の 謝 金 の 支 払 い に つ い （ ６   原 因 ）                          
   て 、 実 施 報 告 の 確 認 後 速 や か に 支 払 う    今 回 の 事 案 は 、 謝 金 の 支 払 い に は 、 Zoom
   べ き と こ ろ 、 担 当 者 間 の 連 絡 不 備 に よ で の 講 義 に つ い て も 講 座 か ら の 「 授 業 実
   り １ 年 以 上 遅 延 し た 上 で 令 和 ３ 年 度 の 施 報 告 書 」 等 の 提 出 が 必 要 で あ る に も か
   予 算 よ り 支 払 っ て い る 。              か わ ら ず 、 講 座 で の 意 識 が 薄 れ て い た た

    対 象 者   ４ 名                      め 、 提 出 が な さ れ な か っ た こ と が 原 因 で
    未 払 額   総 支 給 額 2 5 , 2 0 0 円 （ 源 泉 徴 す 。                                  
          収 税 額 768 円 ）               （ ６   処 理 状 況 ）                      
    対 象 月 日   令 和 ３ 年 ２ 月 分 （ ２ 月 ３   指 摘 を 受 け た 事 実 の と お り 、 遅 れ て 「 授
            日 ２ 名 、 ２ 月 10 日 ２ 名 ）    業 実 施 報 告 書 」 等 の 提 出 を 受 け た 後 、 速
    支 払 日   令 和 ４ 年 ３ 月 15 日          や か に 支 払 処 理 を 行 っ た こ と を 確 認 し ま

 し た 。                                
   ま た 、 再 発 防 止 を 図 る た め 、 こ れ ま で
 の 非 常 勤 講 師 委 嘱 の 際 の 各 講 座 へ の 毎 月
 報 告 の 依 頼 に 更 に 注 意 書 き を 加 え る と と
 も に 、 定 期 的 に 報 告 漏 れ が な い か 各 講 座
 へ の 連 絡 を 行 う よ う 取 り 組 ん で い る こ と
 を 確 認 し ま し た 。                      
  

「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                （ 今 後 の 対 応 ）                        
  支 出 手 続 に 当 た っ て は 、 組 織 内 の チ ェ ッ   当 該 法 人 が 、 事 務 の 執 行 に 当 た り 複 数
ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 会 計 年 度 所 人 数 で 確 認 を 行 う な ど 、 組 織 的 な チ ェ ッ
属 区 分 に つ い て 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に ク 体 制 を 強 化 す る よ う 指 導 す る と と も に 、
行 う こ と 。                           関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 事 務 処 理 を 行 う

よ う 指 導 し て ま い り ま す 。            

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
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